
第５４号（令和５年６月）

周囲の緑も大分濃くなってきましたが、会員の皆様はいかかお過ごしでしょうか。
この号が皆様のお手元に届くのは6月初めになりますが、毎年6月は全国安全週間の準備期間となってい

ることはご存じのことと思います。今年に入ってからの休業4日以上の労働災害の発生状況は当初管内では
前年同期比で減少しましたが、県内では増加傾向に歯止めがかかっておりません。
皆様の各職場では「安全旗」が掲げられているところも多いと思います。安全旗は緑十字旗とも呼ばれて

いますが、緑十字マークは安全や衛生を表すシンボルとしてJISの安全標識にもなっているマークで、十字
は「福徳の集まるところ」を表しているマークだそうです。大正時代に「安全第一」という精神が日本に持
ち込まれ、1919（大正8）年に労働災害防止と安全を考えるための災害防止展覧会が開かれその大会でシ
ンボルマークとして考え出されたのが緑十字であるとされています。
本年度の全国安全週間のスローガンは「高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」となってい

ます。緑十字には安全への願いが込められていますが、安全を実現するのは現場で実際に作業を行っている
皆様になります。安全の大切さを忘れないことを胸に刻み災害防止に取り組んでいただきたいと思います。
また、6月1日から7月10日までが労働保険の年度更新期間になっていますので期間内の申告書の提出に

ご協力をお願いします。

初夏の候 大船渡労働基準監督署 署長 唐﨑 勝

大船渡労基署ニュース

「働き方改革関連法」への対応はお済ですか︖
岩手働き方改革推進支援センター（☎︓0120-636-0936 📠︓019-
636-0936）が相談に応じます。
大船渡監督署でも、希望があれば労務管理の疑問点や問題点の解消につ
いて、訪問して説明させていただくサービスも行っていますので、ぜひ
ご活用ください。

今年も全国安全週間の時期となります。本週間は７月１日～７日ですが
、６月は準備期間となっています。今年度のスローガンは「高める意識
と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」です。

厚労省ホームページ 中災防ホームページ



※ 当表彰は、労働者災害補償保険の保険料の額が
160万円以上の建設工事が全工期無災害（死亡災害、
休業災害、これら以外の障害を伴う災害が発生していな
いこと）で終了した場合に、厚生労働省労働基準局長名
で表彰する制度です。

令和5年度の労災保険・雇用保険の年度更
新手続きは
6月1日（木）から7月10日（月）

までとなります。
年度更新報告書は5月末頃にお手元に届く
予定となっておりますので、期間内に手
続きをお願いいたします。
また、例年年度更新時期は監督署の混雑
が予想されますので、電子申請での手続
きが便利です︕


